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(57)【要約】
【課題】軽量で電磁波遮蔽特性に優れ、しかも剛性も高
い電磁波遮蔽用複合材料と、この電磁波遮蔽用複合材料
よりなる電磁波遮蔽材を備えた電子機器用筐体及びバッ
テリーケースを提供する。
【解決手段】炭素繊維及びマトリックス樹脂を含有する
繊維強化樹脂成形体部分と金属層部分とが積層された電
磁波遮蔽用複合材料において、該繊維強化樹脂成形体部
分は、重量平均繊維長０．５～１００ｍｍの炭素繊維を
ランダム分散状態で２０～８０重量％含有しており、該
金属層部分の厚みが０．０２～２ｍｍであることを特徴
とする電磁波遮蔽用複合材料。この電磁波遮蔽用複合材
料は、サンドイッチ状の積層構造とされてもよい。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　炭素繊維及びマトリックス樹脂を含有する繊維強化樹脂成形体部分と金属層部分とが積
層された電磁波遮蔽用複合材料において、
　該繊維強化樹脂成形体部分は、重量平均繊維長０．５～１００ｍｍの炭素繊維をランダ
ム分散状態で２０～８０重量％含有しており、
　該金属層部分の厚みが０．０２～２ｍｍであることを特徴とする電磁波遮蔽用複合材料
。
【請求項２】
　請求項１において、炭素繊維は、引張弾性率が４００ＧＰａ以上のピッチ系炭素繊維で
あることを特徴とする電磁波遮蔽用複合材料。
【請求項３】
　請求項１又は２において、前記金属層部分同士の間に前記繊維強化樹脂成形体部分を介
在させるか、又は前記繊維強化樹脂成形体部分同士の間に前記金属層部分を介在させたサ
ンドイッチ構造を有することを特徴とする電磁波遮蔽用複合材料。
【請求項４】
　請求項１又は２において、１層の前記繊維強化樹脂成形体部分と１層の金属層部分とが
積層されていることを特徴とする電磁波遮蔽用複合材料。
【請求項５】
　請求項１又は２において、前記繊維強化樹脂成形体部分と金属層部分とが交互に積層さ
れた多層積層構造を有することを特徴とする電磁波遮蔽用複合材料。
【請求項６】
　請求項１ないし５のいずれか１項において、前記マトリックス樹脂が熱可塑性樹脂から
なることを特徴とする電磁波遮蔽用複合材料。
【請求項７】
　請求項１ないし６のいずれか１項において、前記金属層部分がアルミニウム又はアルミ
ニウム合金よりなることを特徴とする電磁波遮蔽用複合材料。
【請求項８】
　請求項１ないし７のいずれか１項において、前記繊維強化樹脂成形体部分は、炭素繊維
と熱可塑性樹脂繊維とが複合化された混抄不織布を熱プレス成形したものであることを特
徴とする電磁波遮蔽用複合材料。
【請求項９】
　電磁波遮蔽材を有する電子機器用筐体において、該電磁波遮蔽材が請求項１ないし８の
いずれか１項に記載の電磁波遮蔽用複合材料よりなることを特徴とする電子機器用筐体。
【請求項１０】
　請求項９において、該電磁波遮蔽材が絞り成形されていることを特徴とする電子機器用
筐体。
【請求項１１】
　電磁波遮蔽用複合材を有するバッテリーケースにおいて、該電磁波遮蔽材が請求項１な
いし８のいずれか１項に記載の電磁波遮蔽用複合材料よりなることを特徴とするバッテリ
ーケース。
【請求項１２】
　請求項１１において、該電磁波遮蔽材が絞り成形されていることを特徴とするバッテリ
ーケース。
【請求項１３】
　請求項１１又は１２において、車載用バッテリーケースであることを特徴とするバッテ
リーケース。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、炭素繊維強化合成樹脂よりなる繊維強化樹脂成形体部分と金属層部分とを積
層した電磁波遮蔽用複合材料に関する。また、本発明は、この電磁波遮蔽用複合材料より
なる電磁波遮蔽材を有する電子機器用筐体及びバッテリーケースに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、パソコン、ＯＡ機器、ＡＶ機器、携帯電話、電話機、ファクシミリ、家電製品、
玩具用品、フラットパネルディスプレイなどの電子機器の誤作動防止や、周辺電子機器へ
の電磁波障害防止のために、電子機器に電磁波遮蔽材を設けることが多くなっている。同
様に、車載用電子機器の誤作動防止のために、スイッチングによる電磁ノイズ源となりう
るＥＣＵケース、インバータまたはコンバーター等の車載用電子筐体のみならず、車載用
バッテリーケースにも電磁波遮蔽材を設けることがある。中でも、これら車載用電子機器
による電磁ノイズは、ＡＭ・ＦＭラジオ（０．３～３０ＭＨｚ）の音声障害を引き起こす
原因とも見られており、電磁波のノイズ対策の強化が望まれている。
　また、それと同時に電子機器の用途では、薄型化や小型化と軽量化が要求されており、
特に車載用電子機器では燃費向上の要求からも、軽量化が重要となっている。
【０００３】
　軽量かつ電磁波遮蔽特性が良好な電磁波遮蔽材として、金属箔と炭素繊維含有合成樹脂
とを複合させた電磁波遮蔽用複合材料が特開平５－２０６６８０（特許文献１）、特開２
０１０－１５０３９０（特許文献２）に記載されている。
【０００４】
　特許文献１には、金属箔として厚さ１５μｍのアルミ箔を用い、炭素繊維含有合成樹脂
として、長さ５０μｍ以下の炭素繊維を熱可塑性合成樹脂に５０重量％又は６０重量％（
実施例１，２）分散させたものを用いることが記載されている。
【０００５】
　特許文献２には、金属箔として厚さ１０～１００μｍのステンレス等を用い、炭素繊維
含有合成樹脂として炭素繊維布帛（織布）にエポキシ樹脂等の熱硬化性樹脂を含浸させた
プリプレグを用いて成形した電子機器用筐体が記載されている。
【０００６】
　しかしながら、上記特許文献１のように、金属層の厚みが薄く、更に炭素繊維が５０μ
ｍ以下と短い場合、電磁波遮蔽特性が低いことが認められた。また、上記特許文献２のよ
うに炭素繊維として布帛を用いた場合、特許文献２の０００７段落にも記載されているよ
うに、プレス加工等によって複雑形状に賦形した場合に、製品形状の延ばされる部分を中
心にして炭素繊維の目開きや炭素繊維の目が曲がる目曲がりが発生し、この部分での電磁
波遮蔽特性が低下する。また、本来、軽量性と共に金属代替に重要となる力学特性や寸法
安定性については何ら記載されていない。
【０００７】
　特許文献３には、金網をインサートしたガラス繊維強化合成樹脂製のバッテリーケース
が記載されているが、金網の場合は網目部分の目において電束もれを生じやすく、さらに
コーナー部分でも目開きを起こしやすいため電界、磁界ともに優れたシールド性を得るこ
とは困難である。また、先に金網を設置した後に金網を固定しながら樹脂を導入する必要
があるため、生産性や成形性に劣る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開平５－２０６６８０
【特許文献２】特開２０１０－１５０３９０
【特許文献３】特開平８－１８６３９０
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
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　本発明は、軽量で低周波数からの電界と磁界の両方の遮蔽特性に優れ、しかも金属より
軽量、且つ寸法安定性にも優れ、剛性も高い電磁波遮蔽用複合材料を提供することを目的
とする。本発明は、その一態様において、成形性が良好な電磁波遮蔽用複合材料を提供す
ることを目的とする。また、本発明は、この電磁波遮蔽用複合材料よりなる電磁波遮蔽材
を備えた電子機器用筐体及びバッテリーケースを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明（請求項１）の電磁波遮蔽用複合材料は、炭素繊維及びマトリックス樹脂を含有
する繊維強化樹脂成形体部分と金属層部分とが積層された電磁波遮蔽用複合材料において
、該繊維強化樹脂成形体部分は、重量平均繊維長０．５～１００ｍｍの炭素繊維をランダ
ム分散状態で２０～８０重量％含有しており、該金属層部分の厚みが０．０２～２ｍｍで
あることを特徴とするものである。
【００１１】
　請求項２の電磁波遮蔽用複合材料は、請求項１において、炭素繊維は、引張弾性率が４
００ＧＰａ以上のピッチ系炭素繊維であることを特徴とするものである。
【００１２】
　請求項３の電磁波遮蔽用複合材料は、請求項１又は２において、前記金属層部分同士の
間に前記繊維強化樹脂成形体部分を介在させるか、又は前記繊維強化樹脂成形体部分同士
の間に前記金属層部分を介在させたサンドイッチ構造を有することを特徴とするものであ
る。
【００１３】
　請求項４の電磁波遮蔽用複合材料は、請求項１又は２において、１層の前記繊維強化樹
脂成形体部分と１層の金属層部分とが積層されていることを特徴とするものである。
【００１４】
　請求項５の電磁波遮蔽用複合材料は、請求項１又は２において、前記繊維強化樹脂成形
体部分と金属層部分とが交互に積層された多層積層構造を有することを特徴とするもので
ある。
【００１５】
　請求項６の電磁波遮蔽用複合材料は、請求項１ないし５のいずれか１項において、前記
マトリックス樹脂が熱可塑性樹脂からなることを特徴とするものである。
【００１６】
　請求項７の電磁波遮蔽用複合材料は、請求項１ないし６のいずれか１項において、前記
金属層部分がアルミニウム又はアルミニウム合金よりなることを特徴とするものである。
【００１７】
　請求項８の電磁波遮蔽用複合材料は、請求項１ないし７のいずれか１項において、前記
繊維強化樹脂成形体部分は、炭素繊維と熱可塑性樹脂繊維とが複合化された混抄不織布を
熱プレス成形したものであることを特徴とするものである。
【００１８】
　本発明（請求項９）の電子機器用筐体は、電磁波遮蔽材を有する電子機器用筐体におい
て、該電磁波遮蔽材が請求項１ないし８のいずれか１項に記載の電磁波遮蔽用複合材料よ
りなることを特徴とするものである。
【００１９】
　請求項１０の電子機器用筐体は、請求項９において、該電磁波遮蔽材が絞り成形されて
いることを特徴とするものである。
【００２０】
　本発明（請求項１１）のバッテリーケースは、電磁波遮蔽用複合材を有するバッテリー
ケースにおいて、該電磁波遮蔽材が請求項１ないし８のいずれか１項に記載の電磁波遮蔽
用複合材料よりなることを特徴とするものである。
【００２１】
　請求項１２のバッテリーケースは、請求項１１において、該電磁波遮蔽材が絞り成形さ
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れていることを特徴とするものである。
【００２２】
　請求項１３のバッテリーケースは、請求項１１又は１２において、車載用バッテリーケ
ースであることを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明の電磁波遮蔽用複合材料と、それを用いた電子機器用筐体及びバッテリーケース
にあっては、電磁波遮蔽用複合材料の繊維強化樹脂成形体部分が重量平均繊維長０．５～
１００ｍｍの炭素繊維をランダム分散状態で２０～８０重量％含有している。このように
比較的短い炭素繊維をランダム分散状態で含有しているので、電磁波遮蔽用複合材料を曲
げ加工しても炭素繊維の目開きや目曲がりが全く又は殆ど発生せず、電磁波遮蔽に優れた
ものとなる。また、この繊維強化樹脂成形体部分中に含有される炭素繊維が低熱膨張性か
つ高引張弾性率であるところから、本発明の電磁波遮蔽用複合材料は、低熱膨張性である
と共に剛性も高い。
【００２４】
　この電磁波遮蔽用複合材料では、金属層部分の厚みが０．０２ｍｍ以上であるため、電
界シールド性および磁界シールド性が良好である。
【００２５】
　なお、炭素繊維は二次元ランダム分散状態及び三次元ランダム分散状態のいずれでもよ
いが、同じ炭素繊維含有量の場合、電磁波シールド特性は、二次元ランダム分散状態の方
が優れている。
【００２６】
　炭素繊維として引張弾性率が４００ＧＰａ以上のピッチ系炭素繊維を用いると、繊維強
化樹脂成形体部分の剛性が高いものとなる。また、ピッチ系炭素繊維は熱伝導率及び導電
性が高いので、電磁波遮蔽用複合材料、電子機器用筐体及びバッテリーケースの放熱性及
び電磁波遮蔽特性が高いものとなる。
【００２７】
　合成樹脂として熱可塑性樹脂を用いると、成形時に熱硬化性樹脂の場合のような硬化時
間がかからないので、成形時間が短くて済み、成形効率が向上する。繊維強化樹脂成形体
部分を成形するときに熱可塑性樹脂として熱可塑性樹脂繊維を用い、例えば、これと炭素
繊維とを混抄して不織布とし、これを熱プレス成形することにより、繊維強化樹脂成形体
部分を効率よく成形することができる。
【００２８】
　金属層部分としては、軽量なアルミニウム又はアルミニウム合金が好適である。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】実施の形態に係る電磁波遮蔽用複合材料の断面図である。
【図２】実施の形態に係る電磁波遮蔽用複合材料の断面図である。
【図３】実施の形態に係る電磁波遮蔽用複合材料の断面図である。
【図４】実施の形態に係る電磁波遮蔽用複合材料の断面図である。
【図５】実施の形態に係る電磁波遮蔽用複合材料の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下、本発明についてさらに詳細に説明する。
【００３１】
　本発明の電磁波遮蔽用複合材料は、炭素繊維及びマトリックス樹脂を含有する繊維強化
樹脂成形体部分と金属層部分とが積層されたものである。この繊維強化樹脂成形体部分は
、重量平均繊維長０．５～１００ｍｍの炭素繊維をランダム分散状態で２０～８０重量％
含有しており、該金属層部分の厚みは０．０２～２ｍｍである。
【００３２】
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　この電磁波遮蔽用複合材料は、該繊維強化樹脂成形体部分と金属層部分とを１層ずつ積
層したものであってもよく、いずれか一方で他方を挟んだサンドイッチ構造のものであっ
てもよく、さらに多数のものを交互に積層した積層構造のものであってもよい。第１図～
第５図はその一例を示すものであり、第１図の電磁波遮蔽用複合材料１は、１層の繊維強
化樹脂成形体部分２と１層の金属層部分３とを積層したものである。第２図の電磁波遮蔽
用複合材料１Ａは、１対の金属層部分３，３の間に繊維強化樹脂成形体部分２を介在させ
たサンドイッチ構造のものであり、第３図の電磁波遮蔽用複合材料１Ｂは、１対の繊維強
化樹脂成形体部分２，２の間に金属層部分３を介在させたサンドイッチ構造のものである
。
【００３３】
　第４図の電磁波遮蔽用複合材料１Ｃは、合計３層の金属層部分３と合計２層の繊維強化
樹脂成形体部分２とを交互に合計５層積層した構造のものである。第５図の電磁波遮蔽用
複合材料１Ｄは、合計３層の繊維強化樹脂成形体部分２と合計２層の金属層部分３とを交
互に合計５層積層した構造のものである。なお、第４，５図では合計５層となっているが
、層の数はこれよりも多くてもよい。また、第４，５図では、繊維強化樹脂成形体部分２
と金属層部分３の一方が偶数層、他方が奇数層となっているが、同数層ずつ積層してもよ
い。
【００３４】
　なお、第１図の２層構造の電磁波遮蔽用複合材料は構成が簡易で安価である。第２図～
第５図のように積層方向に対称構造となっている電磁波遮蔽用複合材料は、筐体やバッテ
リーケースを成形するときに電磁波遮蔽用複合材料の表裏を区別する必要がなく、扱い易
い。第３図、第５図のように最外層を繊維強化樹脂成形体部分２とした電磁波遮蔽用複合
材料を用いて成形した筐体やバッテリーケースは、耐食性が良好である。
【００３５】
　繊維強化樹脂成形体部分３は、重量平均繊維長０．５～１００ｍｍの炭素繊維とマトリ
ックス樹脂とを含む組成物を炭素繊維がランダム分散状態となるように成形してなる成形
体である。まず、この炭素繊維について説明する。
【００３６】
［炭素繊維］
　本発明において用いる炭素繊維は、好ましくは単繊維を１００～５００００本集束剤に
より集束したものである。この炭素繊維は、ＰＡＮ系炭素繊維、ピッチ系炭素繊維のいず
れでもよい。炭素繊維に高弾性が必要であるときには、ピッチ系炭素繊維を用いるのが好
ましい。
【００３７】
　炭素繊維強化合成樹脂の炭素繊維を高引張弾性率かつ高熱伝導率、高導電性のピッチ系
炭素繊維とすることにより繊維強化樹脂成形体部分の熱伝導率、熱放射特性、電磁波遮蔽
及び剛性が高いものとなる。特に、熱伝導率の高い炭素繊維を使用すると、炭素繊維強化
合成樹脂成形体としての熱伝導率が２０～６０Ｗ／ｍＫ（面方向）と、従来一般的である
ＰＡＮ系の炭素繊維を使用した場合の２Ｗ／ｍＫ（面方向）という低い熱伝導率に比べて
高いので、成形品に熱源からの熱が即座に分散し、放熱性が向上する。
【００３８】
　ピッチ系炭素繊維の炭素質原料としては、配向しやすい分子種が形成されており、光学
的には異方性の炭素繊維を与えるようなものであれば特に制限はない。例えば、石炭系の
コールタール、コールタールピッチ、石炭液化物、石油系の重質油、タール、ピッチ、ま
たは、ナフタレンやアントラセンの触媒反応による重合反応生成物等が挙げられる。これ
らの炭素質原料には、フリーカーボン、未溶解石炭、灰分、窒素分、硫黄分、触媒等の不
純物が含まれているが、これらの不純物は、濾過、遠心分離、あるいは溶剤を使用する静
置沈降分離等の周知の方法であらかじめ除去しておくことが望ましい。
【００３９】
　また、前記炭素質原料を、例えば、加熱処理した後、特定溶剤で可溶分を抽出するとい
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った方法、あるいは、水素供与性溶剤、水素ガスの存在下に水添処理するといった方法で
予備処理を行っておいても良い。
【００４０】
　本発明で用いる炭素繊維の繊維径は３～２０μｍ、特に５～１２μｍであることが好ま
しい。炭素繊維の繊維径が細過ぎると、取り扱い性に劣り、また、一般に極細の炭素繊維
は高コストであるため、製品コストを押し上げる原因となる。炭素繊維の繊維径が太過ぎ
ると、繊維強度が低下し、折れ易くなるため、好ましくない。
【００４１】
　なお、ここで、炭素繊維の繊維径は、炭素繊維の顕微鏡観察またはレーザー計測器によ
り２０～３０個の繊維径を測定し、その測定値の平均値で求められる。また、炭素繊維の
繊維軸方向の引張弾性率および熱伝導率は、炭素繊維とエポキシ樹脂の一方向材を作製し
、その繊維軸方向の引張弾性率および熱伝導率を測定した値を、複合則に則って、炭素繊
維の体積含有率で割り返して、繊維単体の物性としたものである。さらに具体的には、引
張弾性率については、ＪＩＳ　Ｋ７０７３に準拠し、万能試験機で測定された値からの計
算値である。また、熱伝導率は、ＪＩＳ　Ｒ１６１１に準拠し、真空理工（株）製レーザ
ーフラッシュ法熱定数測定装置「ＴＣ－３０００」で測定された値からの計算値である。
後掲の実施例においても同様である。
【００４２】
　また、バッテリーケースや筐体などにおける炭素繊維の重量平均繊維長は重要な要素で
ある。重量平均繊維長は重量としての存在率を示す。同種の繊維の場合は繊維の長さが重
さと関係するため、重量平均繊維長は長い繊維が少ない場合、大きく低減する。繊維長さ
が短いと、例えば熱伝導や電気伝導などのパスの形成に関与する特性に関し、強化効果が
低減する。繊維強化樹脂成形体部分中に存在する炭素繊維は、重量平均繊維長が０．５～
１００ｍｍ、特に１～２０ｍｍであることが好ましい。また、炭素繊維は２～５０ｍｍの
ものの割合が５０重量％以上、好ましくは５０～９０重量％の繊維長分布を有することが
好ましい。繊維の長さが短か過ぎると、繊維同士の絡み合いがなくなって不織布を形成し
難くなり、また繊維強化樹脂成形体部分の曲げ弾性率や熱伝導率、導電性を十分に高める
ことができない恐れがある。一方、原料繊維の長さが長過ぎると繊維同士の絡まりや開繊
不良などを生じやすく、熱可塑性樹脂繊維と炭素繊維の混合が不均一になる恐れがある。
【００４３】
　本発明で用いる炭素繊維の繊維軸方向の引張弾性率は４００ＧＰａ以上、好ましくは４
４０ＧＰａ以上、より好ましくは５００～９００ＧＰａで、また、繊維軸方向の熱伝導率
は、６０Ｗ／ｍＫ以上、好ましくは１１０Ｗ／ｍＫ以上、より好ましくは１２０～６００
Ｗ／ｍＫである。
【００４４】
　このように、それ自体、引張弾性率および熱伝導率の高い炭素繊維を用いることにより
、得られる繊維強化樹脂成形体部分の曲げ弾性率および熱伝導率を高くすることができる
。
【００４５】
　炭素繊維の体積抵抗値は、１～２０μΩ・ｍ特に２～１５μΩ・ｍ程度が好ましい。炭
素繊維の体積抵抗値がこの範囲より低いと、電磁波遮蔽用複合材料の電磁波遮蔽特性が向
上する。
【００４６】
　炭素繊維は黒鉛化処理することにより、引張弾性率や熱伝導率、導電性が向上する。従
って、本発明では、炭素繊維不織布として黒鉛化炭素繊維を用いてもよく、また、黒鉛化
していない低弾性率・低熱伝導率の炭素繊維を不織布とした後に、樹脂と複合化する前の
段階で黒鉛化処理して、炭素繊維の繊維軸方向の引張弾性率や熱伝導率、導電性を高める
ようにしてもよい。
【００４７】
［マトリックス樹脂］
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　次に、炭素繊維と複合化するマトリックス樹脂について説明する。
【００４８】
　炭素繊維と複合化する樹脂は、熱可塑性樹脂、硬化性樹脂のいずれでもよい。
【００４９】
　熱可塑性樹脂としては、ポリエチレン樹脂（ＰＥ）、ポリプロピレン樹脂（ＰＰ）、ポ
リメチルペンテン樹脂（ＰＭＰ）、ポリ塩化ビニル樹脂（ＰＶＣ）、ポリスチレン樹脂（
ＰＳ）、アクリロニトリル／ブタジエン／スチレン共重合体（ＡＢＳ）、ポリメチルメタ
クリレート樹脂（ＰＭＭＡ）、ポリアミド樹脂（ＰＡ）、ポリエチレンテレフタレート樹
脂（ＰＥＴ）、ポリブチレンテレフタレート樹脂（ＰＢＴ）、ポリカーボネート樹脂（Ｐ
Ｃ）、変性ポリフェニレンエーテル樹脂（変性ＰＰＥ）、ポリエーテルサルホン樹脂（Ｐ
ＥＳ）、ポリイミド樹脂（ＰＩ）、ポリエーテルイミド樹脂（ＰＥＩ）、ポリエーテルニ
トリル樹脂（ＰＥＮ）、ポリアセタール樹脂（ＰＯＭ）、ポリフェニレンサルファイド樹
脂（ＰＰＳ）、ポリエーテルケトン樹脂（ＰＥＫ）、ポリエーテルエーテルケトン樹脂（
ＰＥＥＫ）、ポリフェニルサルフォン樹脂（ＰＰＳＵ）、ポリフタルアミド樹脂（ＰＰＡ
）等の芳香族ポリアミド樹脂などが挙げられる。　
　これらの樹脂は１種を単独で用いてもよく、２種以上を混合して用いてもよい。
【００５０】
　なお、樹脂が熱可塑性である場合、後述のように、表皮材と芯材とを熱融着によって接
合して一体化して板状体を製造することができる。
【００５１】
　硬化性樹脂としては、熱硬化性樹脂、光硬化性樹脂（例えば紫外線硬化性樹脂）、湿気
硬化性樹脂等が挙げられる。
【００５２】
　熱硬化性樹脂としては、常温で流動性を示し、加熱により硬化性を示す樹脂であれば特
に限定されない。例えば、ポリウレタン、不飽和ポリエステル、フェノール樹脂、尿素樹
脂、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、ポリブタジエン、シリコーン樹脂等を挙げることがで
きる。特に、炭素繊維との接着性や剛性、取り扱い易さの観点からエポキシ樹脂が好まし
い。
【００５３】
　光硬化性樹脂としては、ラジカル重合性成分及び光ラジカル重合開始剤、カチオン重合
性成分及び光カチオン重合開始剤からなる組成物を用いることができる。本発明では、特
に制限はないが好ましくは硬化後の樹脂剛性を考慮した場合、カチオン重合性成分及び光
カチオン重合開始剤からなる組成物を用いることが好ましい。
【００５４】
　湿気硬化性樹脂としては、特開平２－１６１８０、特開２０００－０３６０２６、特開
２０００－２１９８５５、特開２０００－２１１２７８、特開２０００－２１９８５５、
特開２００２－１７５５１０等に記載の樹脂、具体的には、ウレタン系樹脂、アルコキシ
ド基含有シリコーン系樹脂などが挙げられる。湿気硬化型接着剤の１例として、分子末端
にイソシアネート基含有ウレタンポリマーを主成分とし、このイソシアネート基が水分と
反応して架橋構造を形成するものがある。湿気硬化型接着剤としては、例えば積水化学工
業社製９６１３Ｎ、住友スリーエム社製ＴＥ０３０、ＴＥ１００、日立化成ポリマー社製
ハイボン４８２０、カネボウエヌエスシー社製ボンドマスター１７０シリーズ、Ｈｅｎｋ
ｅｌ社製ＭａｃｒｏｐｌａｓｔＱＲ３４６０等があげられる。
【００５５】
　これらの樹脂には、難燃剤、カップリング剤、導電性付与剤、無機フィラー、紫外線吸
収剤、酸化防止剤、各種染顔料等、通常、樹脂に配合される各種の添加剤を配合してもよ
い。
【００５６】
［熱可塑性樹脂を用いた繊維強化樹脂成形体部分の製造方法］
＜繊維混抄マット状成形体＞
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　熱可塑性樹脂を用いた炭素繊維強化合成樹脂製の繊維強化樹脂成形体部分を製造する手
法として、マトリックス樹脂である熱可塑性樹脂も繊維状にしておき、炭素繊維と樹脂繊
維からなる繊維混抄マット状成形体（不織布）とした後、熱プレスして樹脂を溶融させて
成形するのが好ましい。ただし、マトリックス樹脂の一部を平均粒径０．１～１００μｍ
特に０．５～２０μｍ程度の粉体を用いてもよい。
【００５７】
　樹脂繊維の長さは、好ましくは５０ｍｍ以下特に１～５０ｍｍとりわけ３～２０ｍｍで
ある。繊維の長さが短か過ぎると、繊維同士の絡み合いが不十分となり、マット状成形体
の成形や形状維持が困難となる。一方、樹脂繊維の長さが長過ぎると繊維同士の絡まりや
開繊不良などを生じやすく、樹脂繊維と炭素繊維の混合が不均一になる恐れがある。
【００５８】
　熱可塑性樹脂繊維の製造方法としては、例えば単軸押出機、二軸押出機を用いた方法と
してマルチフィラメントダイやモノフィラメントダイを用いた溶融紡糸方法、メルトブロ
ー法やフラッシュ紡糸法、ポリマーブレンド法、エレクトロスピニング法、海島複合紡糸
法、割繊複合紡糸法などの種々の方法を用いることが可能であり、通常は繊維径０．１μ
ｍ～５００μｍ程度である。
【００５９】
　上記の繊維混抄マット状成形体は不織布と言われるものであり、前述した樹脂繊維及び
炭素繊維を所定の長さに切断して短繊維状とし、それらを面状（２次元）にランダムに分
散させてシート状とすることにより製造することができる。
【００６０】
　短繊維から繊維混抄マット状成形体を製造する方法としては湿式法、乾式法など様々な
方法を採用することができる。
【００６１】
　湿式法による作成方法としては、繊維を溶媒中に分散させ、製紙工業で使われるビータ
ー、パルパーなどの装置を使用して解繊させた後に網上に抄き上げ、付着した溶媒を乾燥
除去してシート化する所謂湿式抄紙法などがある。
【００６２】
　湿式抄紙法による繊維混抄マット状成形体の製造において、炭素短繊維を均一に分散さ
せるための溶媒としては、水、アセトン、炭素数１～５のアルコール、アントラセン油、
その他の有機溶媒が例示されるが、好ましくは水を使用する。
【００６３】
　乾式法による繊維混抄マット状成形体の作製方法としては、針や凹凸のついたロール間
に繊維を通して機械的に叩解・解繊してシート化するカード法、あるいは、繊維を気流中
で浮遊・解繊した後にスクリーン上に吸引してシート化するエアレイ法などがある。具体
的には、例えば、炭素短繊維と樹脂繊維とを予備的に、例えば袋や容器等の中に両者を収
容して軽く上下や左右に１分程度撹拌し、その後ヘンシェルミキサー、二軸式混合撹拌機
などにより予備混合した後に、エアレイド装置等、乾式混合機を用いた装置中で、繊維を
気流で撹拌した後、回転バーで叩き撹拌する等して更に撹拌混合し、これを気流搬送して
金網ベルト上にベルト下部より吸引積層して不織布とする。
【００６４】
　繊維混抄マット状成形体の目付、すなわち単位面積あたりの繊維の重量（Fiber　Areal
　Weight、以下ＦＡＷと記すことがある。）は２５０～２０００ｇ／ｍ２特に５００～１
０００ｇ／ｍ２であることが好ましい。ＦＡＷの小さいものは繊維混抄マット状成形体自
体の強度不足により取り扱いが困難となる上、所望の厚さの成形体を得るためには、後述
する成形工程で不織布および／または炭素繊維強化樹脂シートの積層枚数を多くする必要
があり、製造工程が煩雑となる。逆にＦＡＷの大きすぎるものは樹脂の含浸性が悪く、樹
脂の複合化が容易ではなくなる。
【００６５】
　繊維混抄マット状成形体には、金属繊維を少量たとえば１０重量％以下混合してもよい
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。金属繊維の好適な径、長さは炭素繊維の場合と同様である。
【００６６】
＜繊維混抄マット状成形体からの繊維強化樹脂成形体部分の製造方法＞
　上記の繊維混抄マット状成形体を、当該混抄マット状成形体中の熱可塑性樹脂の短繊維
の流動開始温度（Ｔｆ）以上においてプレス成形することにより繊維強化樹脂成形体が製
造される。
【００６７】
　この方法としては、繊維混抄マット状成形体を溶融プレス成形することによりプレスシ
ートを成形し、このプレスシートを、金型を用いて賦型プレス成形することにより繊維強
化樹脂成形体を成形する方法が挙げられる。
【００６８】
　この溶融プレス成形時の温度は、流動開始温度Ｔｆよりも１０～１００℃特に２０～５
０℃程度高い温度であることが好ましい。プレス成形時の圧力は１～２０ＭＰａ特に３～
１０ＭＰａ程度が好適であり、プレス時間は１～３０ｍｉｎ特に３～２０ｍｉｎ程度が好
適である。このプレス成形に際し、繊維混抄マット状成形体又はプレスシートを１層だけ
プレスしてもよく、２枚以上重ねて複層プレス成形してもよい。この複層プレス成形によ
れば、厚みの大きい繊維強化樹脂成形体を製造することができる。
【００６９】
さらに賦型プレス成形の条件としては、熱可塑性樹脂のガラス転移温度Ｔｇ＋１０℃以上
、流動開始温度Ｔｆ＋１００℃以下であり、特にＴｇ＋３０℃以上、Ｔｆ＋５０℃以下の
温度であることが好ましい。この際、加熱方法として電熱ヒーターやＩＲヒーター、通電
加熱装置やプレス内での予備加熱などを用いることが出来る。また、プレス成形時の圧力
は１～２０ＭＰａ、特に２～１０ＭＰａ程度が好適であり、プレス時間は１０～１８００
秒程度、特に３０～６００秒程度が好ましい。
なお、上記溶融プレスを所定の金型内で行なう等により、溶融プレスと賦型プレスを同時
に行ない、繊維混抄マット状成形体から繊維強化樹脂成形体を直接成形してもよい。
【００７０】
　製造された繊維強化樹脂成形体中における炭素繊維と樹脂との合計に対する炭素繊維の
割合は２０～８０重量％が好ましく、特に３５～６５重量％であることが好ましい。
　また、繊維強化樹脂成形体としての面方向の熱伝導率は５～６０Ｗ／ｍＫが好ましく、
より好ましくは２０～４０Ｗ／ｍＫである。
【００７１】
［熱硬化性樹脂を用いた繊維強化樹脂成形体部分の製造方法］
熱硬化性樹脂を用いた炭素繊維強化合成樹脂製の繊維強化樹脂成形体部分を製造する手法
として、炭素繊維からなるマット状成形体（不織布）を作成した後に液状の熱硬化性樹脂
を含浸させ、樹脂を硬化させて成形するのが好ましい。
【００７２】
　上記の炭素繊維マット状成形体は不織布と言われるものであり、前述した炭素繊維を所
定の長さに切断して短繊維状とし、それらを面状（２次元）にランダムに分散させてシー
ト状とすることにより製造することができる。
【００７３】
　短繊維から炭素繊維マット状成形体を製造する方法としては湿式法、乾式法など様々な
方法を採用することができる。
【００７４】
　湿式法による作製方法としては、繊維を溶媒中に分散させ、製紙工業で使われるビータ
ー、パルパーなどの装置を使用して解繊させた後に網上に抄き上げ、付着した溶媒を乾燥
除去してシート化する所謂湿式抄紙法などがある。
【００７５】
　湿式抄紙法による炭素繊維マット状成形体の製造において、炭素短繊維を均一に分散さ
せるための溶媒としては、水、アセトン、炭素数１～５のアルコール、アントラセン油、
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その他の有機溶媒が例示されるが、好ましくは水を使用する。
【００７６】
　乾式法による炭素繊維マット状成形体の作製方法としては、針や凹凸のついたロール間
に繊維を通して機械的に叩解・解繊してシート化するカード法、あるいは、繊維を気流中
で浮遊・解繊した後にスクリーン上に吸引してシート化するエアレイ法などがある。具体
的には、例えば、炭素短繊維と樹脂繊維とを予備的に、例えば袋や容器等の中に両者を収
容して軽く上下や左右に１分程度撹拌し、その後ヘンシェルミキサー、二軸式混合撹拌機
などにより予備混合した後に、エアレイド装置等、乾式混合機を用いた装置中で、繊維を
気流で撹拌した後、回転バーで叩き撹拌する等して更に撹拌混合し、これを気流搬送して
金網ベルト上にベルト下部より吸引積層して不織布とする。
【００７７】
　炭素繊維マット状成形体の目付、すなわち単位面積あたりの繊維の重量（Fiber　Areal
　Weight、以下ＦＡＷと記すことがある。）は２５０～２０００ｇ／ｍ２特に５００～１
０００ｇ／ｍ２であることが好ましい。ＦＡＷの小さいものは炭素繊維マット状成形体自
体の強度不足により取り扱いが困難となる上、所望の厚さの成形体を得るためには、後述
する成形工程で不織布および／または炭素繊維強化樹脂シートの積層枚数を多くする必要
があり、製造工程が煩雑となる。逆にＦＡＷの大きすぎるものは樹脂の含浸性が悪く、樹
脂の複合化が容易ではなくなる。
【００７８】
　炭素繊維マット状成形体には、金属繊維を少量たとえば１０重量％以下混合してもよい
。金属繊維の好適な径、長さは炭素繊維の場合と同様である。
【００７９】
＜炭素繊維マット状成形体からの繊維強化樹脂成形体部分の製造方法＞
　上記の炭素繊維マット状成形体をＲＩＭ成形機、ＲＴＭ成形機等の一般的な繊維強化樹
脂成形体の成形装置を用いて金型内にセットした後に液状の熱硬化性樹脂を含浸させ、加
熱処理を行なうことにより樹脂を硬化させて成形することにより繊維強化樹脂成形体が製
造される。
【００８０】
　製造された繊維強化樹脂成形体中における炭素繊維と樹脂との合計に対する炭素繊維の
割合は２０～８０重量％が好ましく、特に３５～６５重量％であることが好ましい。
　また、繊維強化樹脂成形体としての面方向の熱伝導率は５～６０Ｗ／ｍＫが好ましく、
より好ましくは２０～４０Ｗ／ｍＫである。
【００８１】
本発明における金属層と繊維強化樹脂成形体からなる複合材料は先に繊維強化樹脂成形体
を作製した後に金属層を貼り合わせてもよく、また繊維強化樹脂成形体の製造段階におい
て金型内に金属層となるホイルやシートをあらかじめ導入して成形することにより本発明
の複合材料を成形することも可能である。
【００８２】
［繊維強化樹脂成形体部分の厚さ］
　本発明の電磁波遮蔽用複合材料の繊維強化樹脂成形体部分の厚さは、好ましくは、０．
２～８ｍｍ特に０．５～５ｍｍである。繊維強化樹脂成形体部分の厚さが過度に小さいと
電磁波シールド特性が低くなると共に、材料の剛性や強度が低く、破損や切断などを生じ
やすく実用性に劣る。繊維強化樹脂成形体部分の厚さが過度に大きいと、電磁波遮蔽用複
合材料の重量が大きくなる。
【００８３】
［金属層部分］
　金属層部分の金属としてはアルミ、アルミ合金、マグネシウム合金、チタン、チタン合
金、鋼、銅、銅合金などが例示される。アルミ合金としては、Ａｌ－Ｍｇ系であるＡ５０
５２等の５０００番台やＡｌ－Ｃｕ系であるＡ２０１４等の２０００番台、ダイカスト用
のＡｌ－Ｓｉ－Ｃｕ系合金（ＪＩＳ規格　ＡＤＣ１２やＡＤＣ１０等）などを用いること
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ができるが、これに限定されない。金属層部分の厚みは０．０２～２ｍｍ特に０．０５～
１．５ｍｍ程度が好適である。金属層部分の厚みが０．０２ｍｍよりも小さいと磁界シー
ルド性が低Ｈｚ領域（特に１０ＭＨｚ以下）で低下する。金属層部分の厚みが過度に大き
いと、電磁波遮蔽用複合材料の重量が大きくなる。
【００８４】
［電磁波遮蔽用複合材料の用途］
　電磁波遮蔽用複合材料は、パソコン、ＯＡ機器、ＡＶ機器、携帯電話、電話機、ファク
シミリ、家電製品、玩具用品、フラットパネルディスプレイなどの電子機器の筐体や、バ
ッテリーケースなどに好適に用いることができる。この電磁波遮蔽用複合材料は、軽量で
高剛性であるところから、特に自動車に搭載される車載用の大型のバッテリーケースに好
適である。筐体やバッテリーケースの形状に特に制限はない。
【実施例】
【００８５】
　以下に実施例及び比較例を説明するが、これらにより本発明は何ら制限を受けるもので
はない。
【００８６】
　なお、以下の実施例及び比較例における炭素繊維の繊維長の測定方法は次の通りである
。
【００８７】
＜繊維長の測定方法＞
　溶剤を用いて成形体の樹脂部分を溶解させたのちに白色シート上に移し、乾燥させた後
に、光学顕微鏡により観察する。このとき、残存する樹脂材料は白色シートにより観察さ
れなくなり、結果として炭素繊維からなる黒色繊維のみが観察されるようになる。この炭
素繊維をランダムに１０００本選択し、繊維長さを測定する。
【００８８】
＜物性の測定方法及び評価方法＞
　また、以下の実施例及び比較例における電磁波遮蔽用複合材料の物性の測定方法及び評
価方法は次の通りである。
【００８９】
（１）電磁波遮蔽特性
　電磁波遮蔽特性については、実施例及び比較例で作製した成形体を１５ｃｍ□の大きさ
に切り出した測定サンプルを用いて東京都立産業技術センターのＡｇｉｌｅｎｔ４３９６
Ｂを用いてＫＥＣ法により０．１～１０００ＭＨｚの範囲において測定した。測定結果に
基づくシールド特性評価としては、０．１、１、１０、１００、１０００ＭＨｚのすべて
の測定結果において電界特性及び磁界特性の両特性ともに２ｍｍ厚みアルミニウム板の値
に対し８０％以上の値を示すものを○とし、その値に満たないものを×として評価した。
【００９０】
（２）密度
　密度については、実施例及び比較例で作製した成形体を１０ｃｍ×１０ｃｍのサイズに
切削した後に重量測定し、更にサンプルの厚み及び縦横の長さをマイクロメーター及びデ
ジタルノギスを用いて厚みは０．０１ｍｍ、縦横の長さは０．１ｍｍの精度まで測定し、
算出した。
【００９１】
（３）膨張係数
　膨張係数については、ＴＭＡ１２０Ｃ（エスアイアイナノテクノロジー製）を用い、実
施例及び比較例で作製した成形体から面内方向に長さ×幅＝１０ｍｍ×６ｍｍの大きさで
測定サンプルを切り出し、ＪＩＳＫ－７１９７により荷重０．１ｇ×断面積で昇温２℃／
分で測定した。
【００９２】
（４）曲げ強度及び曲げ弾性率
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　曲げ強度及び曲げ弾性率については、万能材料試験機（ＵＨ－１０　島津製作所製）を
用いて測定した。実施例及び比較例で作製した成形体からＪＩＳ―Ｋ７０７４に基づき所
定の大きさのサンプルを切り出し、ロードセル１００ｋＮによりクロスヘッド速度５ｍｍ
／分で４点曲げ試験により測定した。
【００９３】
［実施例１（３層構造（第２図）の電磁波遮蔽用複合材料の製造と評価）］
　炭素繊維としてピッチ系炭素繊維（商品名「ダイアリード６３７１Ｔ」、三菱樹脂株式
会社製、引張弾性率６４０ＧＰａ、６ｍｍカットファイバー、密度２．１ｇ／ｃｍ３）を
用い、マトリックス樹脂として共重合ポリエステル繊維（商品名「Ｎ７０１Ｙ」、クラレ
製、５ｍｍカットファイバー、融点１３０℃、密度１．３８ｇ／ｃｍ３）を用いた。強化
繊維６０重量％とマトリックス樹脂繊維４０重量％とを配合した後にエアレイド式の不織
布作製装置を用いて目付け１０００ｇ／ｍ２の混抄マット状成形体（以下マットＡと略記
）とした。このマットＡの炭素繊維の重量平均繊維長さは０．８ｍｍであった。
【００９４】
　このマットＡを４枚積層した後に蒸気式熱プレス成形装置により温度２００℃、クリア
ランス４．０ｍｍにおいて加圧保持時間１０分で予熱した後に面圧１０ＭＰａ、クリアラ
ンス２．０ｍｍの加圧条件下で冷却プレスすることにより厚み２．０ｍｍの繊維強化樹脂
成形体を作製した。
【００９５】
　この繊維強化樹脂成形体の上下面に厚さ０．１ｍｍのアルミニウムシートを積層し、蒸
気式熱プレス成形装置により温度２００℃、クリアランス２．２ｍｍにおいて加圧保持時
間１０分で予熱した後に面圧１０ＭＰａ、クリアランス２．０ｍｍの加圧条件下で冷却プ
レスすることにより、アルミニウムシートを貼り合わせ、厚み２．０ｍｍの第２図に示す
３層構造を有した電磁波遮蔽用複合材料を作製した。この電磁波遮蔽用複合材料の評価結
果を表１に示す。なお、この電磁波遮蔽用複合材料の繊維強化樹脂成形体部分中の炭素繊
維の重量平均繊維長は１．２ｍｍであった。
【００９６】
［実施例２（２層構造（第１図）の電磁波遮蔽用複合材料の製造と評価）］
　実施例１において作製したマットＡを４枚積層した後に蒸気式熱プレス成形装置により
温度２００℃、クリアランス４．０ｍｍにおいて加圧保持時間１０分で予熱した後に面圧
１０ＭＰａ、クリアランス２．０ｍｍの加圧条件下で冷却プレスすることにより厚み２．
０ｍｍの繊維強化樹脂成形体を作製した。
【００９７】
　この繊維強化樹脂成形体の片面に厚さ０．１ｍｍのアルミニウムシートを積層し、蒸気
式熱プレス成形装置により温度２００℃、クリアランス２．１ｍｍにおいて加圧保持時間
１０分で予熱した後に面圧１０ＭＰａ、クリアランス２．０ｍｍの加圧条件下で冷却プレ
スすることにより、アルミニウムシートを貼り合わせ、厚み２．０ｍｍの、第１図に示す
２層構造を有した電磁波遮蔽用複合材料を作製した。この電磁波遮蔽用複合材料の評価結
果を表１に示す。なお、この電磁波遮蔽用複合材料の繊維強化樹脂成形体部分中の炭素繊
維の重量平均繊維長は１．１ｍｍであった。
【００９８】
［実施例３（実施例１よりも繊維強化樹脂成形体部分の厚みを大きくした電磁波遮蔽用複
合材料）］
　実施例１において作製したマットＡの積層枚数を８枚とした後に蒸気式熱プレス成形装
置により温度２００℃、クリアランス６．０ｍｍにおいて加圧保持時間１０分で予熱した
後に面圧１０ＭＰａ、クリアランス４．０ｍｍの加圧条件下で冷却プレスすることにより
厚み４．０ｍｍの繊維強化樹脂成形体を作製した。
【００９９】
　この繊維強化樹脂成形体の上下面に厚さ０．１ｍｍのアルミニウムシートを積層し、蒸
気式熱プレス成形装置により温度２００℃、クリアランス４．２ｍｍにおいて加圧保持時
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間１０分で予熱した後に面圧１０ＭＰａ、クリアランス４．０ｍｍの加圧条件下で冷却プ
レスすることにより、アルミニウムシートを貼り合わせ、厚み４．０ｍｍの電磁波遮蔽用
複合材料を作製した。この電磁波遮蔽用複合材料の評価結果を表１に示す。なお、この電
磁波遮蔽用複合材料の繊維強化樹脂成形体部分中の炭素繊維の重量平均繊維長は１．１ｍ
ｍであった。
【０１００】
［実施例４（実施例１よりもアルミシートの厚みを大きくした電磁波遮蔽用複合材料）］
　実施例１において作製したマットＡを２枚積層した後に蒸気式熱プレス成形装置により
温度２００℃、クリアランス３．０ｍｍにおいて加圧保持時間１０分で予熱した後に面圧
１０ＭＰａ、クリアランス２．０ｍｍの加圧条件下で冷却プレスすることにより厚み２．
０ｍｍの繊維強化樹脂成形体を作製した。
【０１０１】
　この繊維強化樹脂成形体の上下面に厚さ０．５ｍｍのアルミニウムシートを積層し、蒸
気式熱プレス成形装置により温度２００℃、クリアランス３．０ｍｍにおいて加圧保持時
間１０分で予熱した後に面圧１０ＭＰａ、クリアランス２．０ｍｍの加圧条件下で冷却プ
レスすることにより、アルミニウムシートを貼り合わせ、厚み２．０ｍｍの電磁波遮蔽用
複合材料を作製した。この電磁波遮蔽用複合材料の評価結果を表１に示す。なお、この電
磁波遮蔽用複合材料の繊維強化樹脂成形体部分中の炭素繊維の重量平均繊維長は１．１ｍ
ｍであった。
【０１０２】
［参考例］
　アルミニウム板（Ａ５０５２）の厚さ２ｍｍ品をブランクとして、同様の測定方法によ
り評価した。この評価結果を表１に示す。
【０１０３】
［比較例１（アルミシートを省略した電磁波遮蔽用複合材料）］
　実施例１において作製した繊維強化樹脂成形体の評価結果を表１に示す。
【０１０４】
［比較例２（アルミシート厚を０．０１ｍｍとした電磁波遮蔽用複合材料）］
　実施例１において作製したマットＡを４枚積層した後に蒸気式熱プレス成形装置により
温度２００℃、クリアランス４．０ｍｍにおいて加圧保持時間１０分で予熱した後に面圧
１０ＭＰａ、クリアランス２．２ｍｍの加圧条件下で冷却プレスすることにより厚み２．
２ｍｍの繊維強化樹脂成形体を作製した。
【０１０５】
　この繊維強化樹脂成形体の上下面に厚さ０．０１ｍｍのアルミニウムシートを積層し、
蒸気式熱プレス成形装置により温度２００℃、クリアランス２．２ｍｍにおいて加圧保持
時間１０分で予熱した後に面圧１０ＭＰａ、クリアランス２．０ｍｍの加圧条件下で冷却
プレスすることにより、アルミニウムシートを貼り合わせ、厚み２．０ｍｍの電磁波遮蔽
用複合材料を作製した。この電磁波遮蔽用複合材料の評価結果を表１に示す。なお、この
電磁波遮蔽用複合材料の繊維強化樹脂成形体部分中の炭素繊維の重量平均繊維長は１．１
ｍｍであった。
【０１０６】
［比較例３（繊維強化樹脂成形体部分が炭素繊維を含有しない電磁波遮蔽用複合材料）］
　実施例１において、繊維強化樹脂成形体の代わりに厚み２．０ｍｍのＰＥＴ樹脂プレー
ト（ＰＥＴＥＣ６０１０　タキロン（株）製）の上下面に厚さ０．１ｍｍのアルミニウム
シートを積層し、蒸気式熱プレス成形装置により温度２８０℃、クリアランス２．２ｍｍ
において加圧保持時間１０分で予熱した後に面圧１０ＭＰａ、クリアランス２．０ｍｍの
加圧条件下で冷却プレスすることによりアルミニウムシートを貼り合わせ、厚み２．０ｍ
ｍの電磁波遮蔽用複合材料を作製した。この電磁波遮蔽用複合材料の評価結果を表１に示
す。
【０１０７】
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【表１】

【０１０８】
　表１の通り、実施例１～４の電磁波遮蔽用複合材料は、いずれも、電界シールド及び磁
界シールドのいずれも、低Ｈｚ側から高Ｈｚ側までアルミニウムと同等以上であり、膨張
係数はアルミニウムよりも低い値であった。これらの結果より、本発明の電磁波遮蔽用複
合材料はアルミニウムよりもシールド特性、軽量性、寸法安定性の何れの面においても優
れた材料であることが分かる。また、本発明の電磁波遮蔽用複合材料は炭素繊維がランダ
ム分散されているため織物などで顕著な賦型時の目開きが存在せず、電磁波シールド性能
に関しては局所部分での電界漏れを生じにくい。また、物性も等方的であり、物性に関し
て方向性を生じにくい。一方、繊維強化樹脂成形体単体（比較例１）及びアルミニウム層
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の厚みが本発明の規定する範囲より薄い（比較例２）場合、磁界シールドに関して特に低
ＭＨｚ側において十分なシールド特性を得ることが困難となる。また、繊維強化樹脂成形
体の代わりに炭素繊維を含まない樹脂プレートを用いた場合（比較例３）は、シールド特
性はアルミニウム材と同等レベル以上であるが、膨張係数が高く、また剛性も低いため寸
法精度が金属材料より大きく劣る。
【符号の説明】
【０１０９】
　１，１Ａ，１Ｂ，１Ｃ，１Ｄ　電磁波遮蔽用複合材料
　２　繊維強化樹脂成形体部分
　３　金属層部分

【図１】
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【図３】
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